
お申込者（申込人様が記入してください。）

住所　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

電話番号　　　　　　　　　　　　　　

 

個人住宅　　分譲住宅　　建売住宅

％

１　使用構造材の樹種、使用箇所及び数量が確認することができる納品書の写しを添付してください。

２　県産乾燥材とは、森林関係法令上合法的に伐採された木材を県内で加工及び乾燥した材をいいます。

３　構造材とは、梁、桁、母屋、通し柱、管柱、間柱、筋かい、束、土台、大引又は根太をいいます。

県産材の使用については、上記のとおり相違ないことを証明します。

平成　　年　　月　　日

証明者

所在地　高知市小倉町2番8号

名　称　社団法人　高知県木材協会

氏　名　会長

施工工務店

住所

氏名

電話番号

証明対象住宅
（融資対象住宅）

所在地

住宅区分

証明対象の県産材（構造材）使用状況
（使用量は小数点以下を切り捨てずに記載）

合法的に伐採されたことが証明され
た木材を使用しています。

県産材 県産材以外の材 構造材総計

（B) 　　　 m3 m3

平成22年度高知県県産材利用住宅促進緊急対策事業費補助金の助成を受けるため、下記の
対象住宅において、次のとおり条件を備えていることを証明してください。

主な木材の調達先
（製材所、市場等）

所在地

名称

m3

県産材使用割合 （B)/(A)

記

（施工業者記入欄）

別紙４

社団法人　高知県木材協会　御中

平成　　年　　月　　日

県産乾燥材使用証明書

（小数点第３位以下切捨て）

（A)


